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入間市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において「重度心身障害者」と

は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

第２条 この条例において「重度心身障害者」と

は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

 ⑴ 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）

第15条に規定する身体障害者手帳の交付を

受けた者（15歳未満の者の場合には、手帳の

交付の対象となつた者）又は特別の理由によ

り当該身体障害者手帳を所持していない者

で、身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚

生省令第15号）別表第５号に定める当該障害

の程度が１級、２級又は３級に該当するもの 

 ⑴ 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）

第15条に規定する身体障害者手帳の交付を

受けた者（15歳未満の者の場合には、手帳の

交付の対象となつた者）         

                   

で、身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚

生省令第15号）別表第５号に定める当該障害

の程度が１級、２級又は３級に該当するもの 

 ⑵ 埼玉県療育手帳制度要綱（平成14年埼玉県

告示第1365号）に規定する療育手帳の交付を

受けた者又は特別の理由により当該療育手

帳を所持していない者であつて、当該障害の

程度が○Ａ、Ａ又はＢに該当するもの 

 ⑵ 埼玉県療育手帳制度要綱（平成14年埼玉県

告示第1365号）に規定する療育手帳の交付を

受けた者               

          であつて、当該障害の

程度が○Ａ、Ａ又はＢに該当するもの 

 ⑶ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律（昭和25年法律第123号）第45条に規定す

る精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた

者又は特別の理由により当該精神障害者保

健福祉手帳を所持していない者であつて、精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律施

行令（昭和25年政令第155号）第６条第３項

に定める当該障害の程度が１級に該当する

もの 

 ⑶ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律（昭和25年法律第123号）第45条に規定す

る精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた

者                  

              であつて、精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律施

行令（昭和25年政令第155号）第６条第３項

に定める当該障害の程度が１級に該当する

もの 

⑷・⑸ 略  ⑷・⑸ 略 

   ⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長がこれと

同程度以上の身体障害者、知的障害者又は精

神障害者であると認めた者 

 （対象者）  （対象者） 

第３条 この条例による医療費の助成の対象と

なる者（以下「対象者」という。）は、国民健

康保険法（昭和33年法律第192号）若しくは高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律

第80号）による被保険者又は規則で定める社会

第３条 この条例による医療費の助成の対象と

なる者（以下「対象者」という。）は、国民健

康保険法（昭和33年法律第192号）若しくは高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律

第80号）による被保険者又は規則で定める社会
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保険各法（以下「社会保険各法」という。）に

よる被保険者、組合員若しくは加入者（被保険

者、組合員又は加入者であつた者を含む。以下

「被保険者等」という。）及び被扶養者のうち、

他の法令の規定により医療の給付を受けられ

るもの以外のもので、次の各号のいずれかに該

当する重度心身障害者をいう。 

保険各法（以下「社会保険各法」という。）に

よる被保険者、組合員若しくは加入者（被保険

者、組合員又は加入者であつた者を含む。以下

「被保険者等」という。）及び被扶養者のうち、

他の法令の規定により医療の給付を受けられ

るもの以外のもので、次の各号のいずれかに該

当する重度心身障害者をいう。 

⑴ 入間市内に住所を有する者（次に掲げる者

を除く。） 

⑴ 入間市内に住所を有する者（次に掲げる者

を除く。） 

  ア 略   ア 略 

  イ 他の市町村から援護を受け、介護保険法

（平成９年法律第123号）第８条第11項に

規定する特定施設に入居し、又は同条第2

5項に規定する介護保険施設に入所してい

る者  

   

  ウ 他の市町村長が老人福祉法（昭和38年法

律第133号）第11条第１項第１号の規定に

より、同法第20条の４に規定する養護老人

ホームに入所を委託している者 

   

  エ～コ 略   イ～ク 略 

 ⑵ 略  ⑵ 略 

⑶ 入間市から援護を受け、入間市の区域外に

設置されている介護保険法第８条第11項に

規定する特定施設に入居し、又は同条第25

項に規定する介護保険施設に入所している

者  

 

⑷ 入間市長が老人福祉法第11条第１項第１

号の規定により、入間市の区域外に設置され

ている同法第20条の４に規定する養護老人

ホームに入所を委託している者 

 

 ⑸～⒀ 略  ⑶～⑾ 略 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれ

かに該当する者は対象としない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれ

かに該当する者は対象としない。 

 ⑴～⑷ 略  ⑴～⑷ 略 

 ⑸ 重度心身障害者となつた年齢が65歳以上

の者（前条第４号又は第５号    に規定

する重度心身障害者であつて、65歳に達する

 ⑸ 重度心身障害者となつた年齢が65歳以上

の者（前条第４号、第５号又は第６号に規定

する重度心身障害者であつて、65歳に達する
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日の前日までに高齢者の医療の確保に関す

る法律施行令別表で定める程度の障害の状

態にあると市長が認めたものを除く。） 

日   までに高齢者の医療の確保に関す

る法律施行令別表で定める程度の障害の状

態にあると市長が認めたものを除く。） 

 ⑹ 他の都道府県又は市町村が実施する制度

により子ども、重度心身障害者又はひとり親

家庭等に対する医療費の支給を現に受けて

いる者 

  

（助成） （助成） 

第４条 略 第４条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 前二項の規定にかかわらず、第２条第３号に

規定する重度心身障害者         

                    

                が医療法

（昭和23年法律第205号）第７条第２項第１号

に規定する精神病床に入院したときの一部負

担金については、助成の対象としないものとす

る。 

３ 前二項の規定にかかわらず、第２条第３号に

規定する重度心身障害者及び同条第６号の規

定により市長がその者と同程度以上の精神障

害者であると認めた重度心身障害者が医療法

（昭和23年法律第205号）第７条第２項第１号

に規定する精神病床に入院したときの一部負

担金については、助成の対象としないものとす

る。 

４～６ 略 ４～６ 略 

 （受給者証の提示）  （受給者証の提示） 

第７条 前条の規定により受給者証の交付を受

けた者（以下「受給者」という。）は、医療機

関等において医療を受けようとする場合は、国

民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法

律及び社会保険各法の規定による電子資格確

認等により被保険者等であることの確認を受

け、受給者証を提示しなければならない。 

第７条 前条の規定により受給者証の交付を受

けた者（以下「受給者」という。）は、医療を

受ける際医療機関等に被保険者証、組合員証又

は加入者証及び受給者証を提示するものとす

る。 

 （助成の特例） （助成の特例） 

第11条 市長は、受給者が市長の指定する医療機

関等で医療を受けた場合には、一部負担金に相

当する額を当該受給者に代わつて当該医療機

関等に支払うことができる。 

第11条 市長は、受給者が市長の指定する医療機

関等で医療を受けた場合には、一部負担金  

    を当該受給者に代わつて当該医療機

関等に支払うことができる。 

２ 略 ２ 略 

 ３ 市長は、第１項の規定により医療機関等に支

払うべき額の審査及び支払に関する事務を社

会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団

体連合会に委託することができる。 
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 （届出義務）  （届出義務） 

第12条 受給資格登録者は、その資格を喪失した

とき又は届出事項に変更があつたときは、その

旨を速やかに市長に届け出なければならない。 

第12条 受給資格登録者は、その       

    届出事項に変更があつたときは、その

旨を速やかに市長に届け出なければならない。 

２ 略 ２ 略 

 


